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対
し
、
別
紙
答
弁
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を

送
付
す
る
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議
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提
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フ
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デ
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質
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す
る
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弁
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お
尋
ね
の
「
個
人
事
業
主
と
取
り
扱
う
こ
と
に
制
限
を
か
け
、
一
方
的
に
不
利
な
労
働
条
件
を
強
い
る
こ
と
を
法
で
禁
ず
る
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
御
指
摘
の
「
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
配
達
員
」
（
以
下
「
配
達
員
」

と
い
う
。
）
の
働
き
方
は
多
種
多
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
が
、
配
達
員
が
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
労
働
者
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
労
働
条
件
に
つ
い
て
、
労
働
関
係
法
令
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

 

な
お
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
三
月
に
内
閣
官
房
、
公
正
取
引
委
員
会
、
中
小
企
業
庁
及
び
厚
生
労
働
省
に

お
い
て
策
定
し
た
「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
し
て
安
心
し
て
働
け
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
お
い
て
、
私
的

独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
、
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法

（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
号
）
及
び
労
働
関
係
法
令
と
の
適
用
関
係
を
明
確
化
す
る
中
で
、
「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
し
て

業
務
を
行
っ
て
い
て
も
、
実
質
的
に
発
注
事
業
者
の
指
揮
命
令
を
受
け
て
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
な
ど
、

現
行
法
上
「
雇
用
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
労
働
関
係
法
令
が
適
用
さ
れ
る
」
こ
と
等
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き

続
き
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
し
て
安
心
し
て
働
け
る
環
境
の
整
備
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 


